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（福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・ 

京丹後市・伊根町・与謝野町） 

令和８年４月３０日 

 

第３期京都府北部地域連携都市圏ビジョンの策定について 

 

京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会では、このたび「第３期京都府北部地域連携

都市圏ビジョン」を策定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．第３期京都府北部地域連携都市圏ビジョン策定の趣旨 

「水平型の連携」の推進により、「付加価値創出型の持続可能な圏域経済の創出」「多様

な人材に選ばれる都市圏の形成」「生活基盤の維持・強化」に協働・連携して取り組むこ

とで、都会にはない豊かで文化的な生活環境を実現し、京都府北部で一つの都市圏を形成

するための指針としてとりまとめたもの。 

２．連携都市圏の名称及び構成自治体 

(1)連携都市圏の名称 

京都府北部地域連携都市圏 

(2)構成自治体 

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

３．計画期間 

2026（令和８）年度から2030（令和12）年度までの５年間 

４．連携事業の推進に係る主な財源 

・地域未来交付金（地域未来推進型）「持続可能な京都府北部連携都市圏推進事業」 

令和８年度分内示額（５市２町計）：81,750 千円（事業費：163,503 千円） 

 ・地域未来交付金（地域未来推進型）「デジタル化推進事業」 

  令和８年度分内示額（５市２町計）：3,399 千円（事業費：6,800 千円） 

５．その他 

当該ビジョンの概要は資料１をご参照ください。 

【問い合わせ先】 

京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会事務局 

（福知山市市長公室経営戦略課 担当：中井、野川） 

TEL：0773-24-7030 FAX0773-23-6537 



第３期京都府北部地域連携都市圏ビジョン（概要版） 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会

Ⅰ 連携都市圏ビジョン基本事項

１ 策定の趣旨
・2040年を目途に人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎え、各自治体が単独で全ての機能を
維持・確保していくことが困難。
⇒５市２町がそれぞれの強みや個性を生かしながら連携と協力により役割分担と機能強化を図る
「水平型の連携」を推進し、相互に補完しながら住民の生活に必要な機能を確保することが必要。

⇒「水平型の連携」の推進により、「付加価値創出型の持続可能な圏域経済の創出」「多様な人材
に選ばれる都市圏の形成」「生活基盤の維持・強化」に協働・連携して取り組むことで、都会に
はない豊かで文化的な生活環境を実現し、京都府北部で一つの都市圏を形成する。

２ 連携都市圏の名称及び構成自治体
（１）連携都市圏の名称：京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会
（２）構成自治体：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

３ 計画期間
2026年度から2030年度までの５年間

Ⅲ 圏域の将来像

Ⅱ 圏域の概況

面積
(㎢)

2025年
人口(人)

2040年
人口(人)

合計特殊
出生率

福知山市 552.54 74,141 67,598 1.84

舞鶴市 342.06 73,871 62,426 1.71

綾部市 347.10 29,784 24,158 1.59

宮津市 172.74 14,963 10,882 1.63

京丹後市 501.44 46,392 35,568 1.71

伊根町 61.95 1,714 1,254 1.61

与謝野町 108.38 18,021 13,589 1.49

・2025年人口：9月1日現在推計人口（京都府HP）
・2040年人口：国立社会保障・人口問題研究所（2023年）
・合計特殊出生率：人口動態保健所・市区町村別統計（2018～2022）

１ 圏域の人口と面積
人口：258,886人
面積：2086.21㎢

２ 圏域の特徴
（１）広域観光の拠点（海の京都観光圏：国内13地域の認定圏域のひとつ）
（２）ものづくり産業の拠点（6,600億円規模の製造品出荷額）
（３）交通の拠点（鉄道、港、高速道路網）
（４）国防の拠点（陸上・海上・航空自衛隊）
（５）海の安全の拠点（海上保安庁）
（６）関西経済圏のエネルギー拠点（舞鶴火力発電所、高浜・大飯原子力発電所）
（７）大規模災害時におけるリダンダンシー機能
（８）その他、「高い合計特殊出生率」、「職業と密接した多様な高等教育機関」、

「充実した医療環境」
⇒非常に高いポテンシャルを持ち、50年後、100年後も残していくべき、日本海側の
重要な拠点

人口減少に対応し、持続可能な暮らしと活力を紡ぐ連携都市圏

構成市町それぞれがまちづくりの一義的な主体となりながらも「選択と集中」「分担と連携」をコ
ンセプトに、産業や観光、交通、教育、環境、医療等の各分野における連携施策に取り組み、相互に
補完しながら水平型の連携による「機能的合併」を推進するとともに、デジタル技術の活用などによ
り人口減少が進む中にあっても、生活・産業・教育・医療・福祉・行政サービス等を持続可能なもの
にしていく。
さらに、新たなプロジェクトを創出することにより、圏域住民、特に次代を担う若者やこどもたち

がそれぞれの地域で希望を持てる圏域づくりを進める。
⇒人口減少社会に対応しつつ、次世代にわたり安心して暮らし、働き、学び続けられる、持続可能
で活力ある圏域をめざす。

取組の方向性

１ 付加価値創出型の持続可能な圏域経済の創出
２ 多様な人材に選ばれる都市圏の形成
３ 生活基盤の維持・強化

圏域づくりの基本方針

（１）水平連携（相互補完型連携）の推進
（２）５市２町の個性・特徴の尊重
（３）多様な主体との連携・協働
（４）人的・財政的資源の好循環の実現
（５）デジタル技術の活用による圏域機能強化
（６）徹底的な情報共有と総合調整機能の確保

目標人口：2040年時点で圏域人口23.9万人以上

Ⅳ 推進体制

【産業部会】
専門人材の確保、後継者育成新事業
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【観光・交通部会】
海の京都ＤＭＯを中心とした観光地域づくり、公共交通人材の確保事業
など

【教育部会】
高等教育機関による人材育成事業

【移住・定住部会】
魅力的な“定住圏”としての情報発信事業

【環境・防災部会】
脱炭素社会の構築、圏域内における木材利用の推進など

【行政運営部会】
行政事務を効率化させる事業、広域的な公共施設マネジメントなど

【ＤＸ推進部会】
北京都デジタルパークの開催

京都府北部地域連携都市圏


